
資料３－１

《基本理念》 《将来像》 《施策の方向性》

中野区男女共同参画基本計画　新計画　体系図（たたき台）

中野区男女平等
基本条例第２条に
規定する基本理

念

《将来像》、《施策の方向性》
の設定の考え方
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１
【ワーク・ライフ・バ
ランスとすべての
人の活躍推進】

性別に関わりなく、
誰もがあらゆる場
において自らの意
思で個性や能力を
発揮し、参画する機
会が確保され、自
分らしいライフスタ
イルを選択できて
いる。

【中野区女性活躍推
進計画】

➤

①
仕事と生活の両立支
援

・・・

　女性活躍推進法の改正な
どもあり、男性の子育てなど
の家庭進出、女性の職場で
の活躍推進など、ワーク・ラ
イフ・バランスに関わること
に対し、社会の気運は高まっ
てきたものの、今なお家庭
や地域社会、職場等で希望
と現実が伴っていないこと
が多くある。また、区の合計
特殊出生率は東京都、区部
と比較しても低い状況であ
るなど、出産や子育てしやす
い環境が求められている。こ
うしたことから、一層のワー
ク・ライフ・バランスと女性に
限らず全ての人の、あらゆる
場での活躍推進のため、
「ワーク・ライフ・バランスと
すべての人の活躍推進」を
将来像のひとつとした。

（１）すべての人
が、個人として尊
重され、性別によ
る差別的な取扱
いを受けず、その
個性と能力を発
揮する機会が確
保されること。

②
誰もが働きやすい職
場づくりの推進

③
就労、起業、キャリア
形成への支援

(2)社会の制度又
は慣行が、性別に
よる固定的な役
割分担意識の影
響を受けず中立
的であり、男女の
社会における活
動の選択の自由
を制約しないこ
と。

④
地域社会や学校等に
おける男女共同参画
の推進

２
【男女平等社会の実
現に向けた理解促
進及び意識変革】

男女平等社会に関
する理解が進み、固
定的性別役割分担
意識が解消され、
あらゆる人の人権
とその多様性が尊
重されている。

➤

①
男女共同参画意識の
向上

・・・

　家庭や仕事場での男女平
等意識は高まっているもの
の、依然として性別役割分
担意識が根強く残っている
状況があること、また、あら
ゆる人の多様性を尊重する
ことが一層重要視されてき
ていることから、「理解促進
と意識変革」を将来像のひ
とつとした。

(3)男女が、あら
ゆる領域における
活動の方針の立
案及び決定の過
程に参画する機
会が確保されるこ
と。

②
人権と多様性を尊重
し、認め合う意識の醸
成

３
【安全・安心な暮ら
しの実現】

あらゆる暴力やハ
ラスメントを受ける
ことなく、心身とも
に健康で安全・安心
に暮らしている。

➤

①
あらゆる暴力の根絶

【中野区ＤＶ防止基本
計画】

・・・

　ＤＶやハラスメントの言葉
の認知度は高まっている
が、被害が増えている状況
があること、令和６年４月に
施行される困難女性支援法
への対応が求められている
ことなどから、「安全・安心な
暮らしの実現」を将来像のひ
とつとした。

(4)　男女が、相
互の協力と社会
の支援のもとに子
の養育、家族の介
護その他の家庭
生活における責
任を果たし、家庭
生活における活
動と社会生活に
おける活動とを両
立すること。

②
生活上の困難に対す
る支援

【中野区困難女性支援
基本計画】

③
生涯にわたる健康支
援


